
 

報 道 資 料  
平成 28 年 8 月 26 日 

 

三世代同居等住宅支援の申し込み状況について 

 
「松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金」の平成２８年５月２日から平成

２８年８月１７日までの制度の利用状況の報告をいたします。 
 

平成２８年度５月より、松戸市が子育て世代に選ばれる魅力的なまちづくりを進

めるために、親元に住まいを取得する子育て世代を支援しています。電話や市役所

窓口における制度に関する問合せ件数は、8 月末時点で１,０００件を超え、その内

７１件が実際の申請に結び付き、すでに１３件が補助金の支払いを完了しています。

また、利用者の９０％の方に子育て世代の定住化や共助関係の構築に繋がると高い

評価を頂いております。さらに、反響が大きいことから補正予算による増額措置を

予定しています。 
 
○事業名称 松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金 
○補助額  最大１００万円（近居５０万円 同居７５万円 市外からの転入は２５万円を加算） 

○申請受付 平成２８年５月２日（月）から 
 
１. 申請の状況 

  
 

  

申請件数

月 5月 6月 7月 8月 合計

件数 32 14 19 6 71

同居近居件数

市内 46

市外 15

市内 6

市外 4

近居

同居

61

10

27



２. 所得住宅、世帯年収の状況

３. 申請者による補助制度の評価

４. 予算の執行状況

当初予算は、想定件数３５件で予算額２,５００万円となっておりますが、すでに

６月末に予算を超えてしまったため、流用の協議を行い９月議会において補正予算

の措置を予定しております。

・年度内支出想定：９５件（想定額 ５,４５０万円） 
補正予算要求額：２,９５０万円 

【問い合わせ先】  街づくり部 住宅政策課

☎０４７－３６６－７３６６

取得住宅

新築戸建 新築ﾏﾝｼｮﾝ 中古戸建 中古ﾏﾝｼｮﾝ

61件 ０件 ４件 ６件

申請者世帯の年収　（８件無回答）

市内 市外

7 0

9 2

13 0

4 4

5 2

8 9

６００万円以上７００万円未満

７００万円以上８００万円未満

８００万円以上

４００万円以上５００万円未満

４００万未満

５００万円以上６００万円未満

市内（５２件） 市外（１９件）

２３件 ８件

４６件 １８件

４８件 １８件

補助制度は松戸市内で住宅を取得する要因となった。

補助制度は子育て世代の定住化につながる。

補助制度は共助関係の構築につながる。
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子育て世帯に

最大100万円の補助金を支給！

松⼾市では、⼦育て世代に選ばれる魅⼒的なまちづくりを進める
ために、親元に住まいを取得する⼦育て世帯を⽀援します。親が育
児や⼦育てのサポートをすることにより、不安や負担を軽減し、安
⼼して⼦どもを育てられる環境をつくります。

これから親と

近居・同居する

親元に近居・同居する⼦育て世帯の
住宅取得を応援します！

同居なら

７５万円

近居なら

５０万円
※2ｋｍ以内

市外から転入の場合はさらに２５万円

平成28年度松戸市（改訂版）

詳細はウラ面を
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               （改訂版） 

子育て世帯が市内に住む親世帯と近居又は同居するために、市内に住宅を取得する際の費用の 

一部を補助します。 

 

 

                    

主な要件  ○対象者要件  ☆住宅要件 

○中学生以下の子どもがいる子育て世帯であること。（出産予定を含む） 

○親世帯が市内に１年以上継続して居住していること。 

○子育て世帯及び親世帯が、市税を滞納していないこと。 

○補助金を受けた子育て世帯が、近居または同居を 5 年以上継続すること。 

☆自己で居住するために取得する戸建て住宅またはマンションであること。（中古も可） 

☆近居の場合は、親世帯と直線で 2km 以内の住宅であること。  

☆建築基準法その他関係法令を満たし、新耐震基準に適合した建物であること。 

☆住戸専有面積が次の基準を満たすこと。 

       近居の場合：戸建て住宅 95 ㎡以上、マンション 70 ㎡以上 

       同居の場合：戸建て住宅 120 ㎡以上、マンション 90 ㎡以上 

※既に住宅の取得等を行い近居または同居している場合は対象外とする。 

※住宅の取得に係る契約は、事前相談書提出後に行ってください。 

 

補助金額 最大 100 万円 

●近居の場合 50 万円 ●同居の場合 75 万円 ●さらに市外からの転入は 25 万円加算 

 

申請方法 

■事前相談書に必要書類を添えて住宅政策課へ直接提出してください。（郵送不可） 

■申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。 

 

 

■松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助事前相談書（第１号様式） 

■親元に近居または同居をする住宅の位置図 

■住宅の平面図及び住宅の専有面積又は延べ床面積が確認できる設計図書及び工程表 

■住宅取得に係る見積書の写し 

■子育て世帯の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 

■子育て世帯及び親世帯全員の住民票の写し（省略の無いもの） 

■その他市長が必要と認める書類  

※アンケートの提出もご協力お願いします。 

※上記書類は正・副各１部（副はコピー可）提出してください。 

 

 

お問い合わせ 松戸市街づくり部住宅政策課 ☎047-366-7366  

事前相談書 

添付書類 

平成２８年８月 18 日（木）より申請方法が変わりました。 

事前相談書等は、正・副各１部提出が必要です。 
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